
（例：d4PDF※2を用いて推計された潮位偏差・波高について、統計解析を行い将来
推計値として設定）

※2「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース」（文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム）

→台風の強度の増大

に伴う海水面の吸い上げ
・吹き寄せの増大

→台風の強度の増大
に伴う風速等の増大

「協働防護」による港湾の気候変動適応

協働防護が行われなかった場合に想定される浸水被害

作
用

・
耐

力

設計上の耐力

＝必要となる耐力（設計供用期間中一定）

作用（一定）

安全性は設計供用期間中一定

設計上の耐力

作用（変化）

時間

供用開始X年

作
用

・
耐

力

時間 時間

作
用

・
耐

力

従来の考え方

①事前適応策 ②順応的適応策

作用（変化）

平均海面水位・潮位偏差・波高の将来変化

現在 2040年 2100年

・ 2040年までの間は、 ①平均海面水位、②潮位偏差、
（ 気温の２℃上昇シナリオの場合）

○気候変動に伴い設計供用期間内に想定
される作用の経年変化に対し、施設の
要求性能を確保する。

○それに対応する方策として、①設計供
用期間の初期段階で対応する「事前適
応策」と、②設計供用期間中に段階的
に対応する「順応的適応策」がある。

(b)

(c)

(b)供用後X年後の作用変化を考慮した安
全性を確保する。

(c)X年後に、設計供用期間末の安全性を
確保できる構造諸元とするよう、追加
工事を行う。

(a)設計供用期間中の作用の変化
を踏まえ、設計供用期間の初期
で構造側の対応を行う。

(a)

○港湾には、公共・民間の多様な主体が集積。

〇一部の主体が所有する護岸の嵩上げ等が不十
分である場合、浸水被害が港湾全体に及ぶた
め、物流機能や産業機能に支障が生じる恐れ。

○すべての関係者の合意のもと、気候変動への
適応水準や適応時期に係る共通の目標等を定
め、各々が施設の改良等を行う「協働防護」
を推進することにより、物流機能や産業機能
の維持が可能。

③波高 が増加
・ 2040～2100年の間は、①平均海面水位のみが増加

外力の設定の考え方 港湾の施設の設計の考え方

協働防護の推進について

①平均海面水位の上昇
→気温上昇に伴う南極・グ

リーンランド等の氷の溶
解及び海水の熱膨張

②潮位偏差の増加

③波高の増加

平均海面水位

潮位偏差

波高（打ち上げ高）

余裕高

設計供用期間 設計供用期間

設計供用期間

+1m程度 +0.4m程度
（合計：1.4m程度）※1

※1 東京港海岸の防潮
堤における、モデル台
風により推計した潮位
偏差・波高に対する必
要嵩上げ高さのうち、
最大値の1.4mを例示
（出典：東京港海岸保
全施設整備計画（令和
５年３月東京都港湾
局））

３つのポイント

・方法２：気候変動を考慮した不特定多数の台風等による推計結果を基に、統計解析を行い設定

・気候変動により将来にわたり外力が増加

・外力が経年変化することを考慮した設計を導入

・官民の多様な関係者が合意して「協働防護」を推進

①平均海面水位の設定方法
・「日本の気候変動2020」（文部科学省・気象庁）等に示されている将来推計値を使用

②潮位偏差・③波高の設定方法
・方法１：気候変動を考慮したモデル台風により推計

（例：気候変動を考慮した伊勢湾台風級の台風による潮位偏差・波高を推計）

①

港湾における気候変動適応策の実装方針 (R6.3.14)より



（参考）ＴＣＦＤ提言、ＩＳＳＢ基準と気候関連情報開示

○ TCFD※１は、気候変動がもたらす「リスク」及び「機会」の財務的影響を把握し開示することを狙いとした提言を、
2017年に公表。

○ 公表されたTCFD提言は、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の各項目で、気候関連のリスク

と機会（ビジネスチャンス）を整理し、企業での財務上の影響を把握するとともに、財務報告書等で開示すること
を求めている。

○ 2022年には、東証プライム市場上場企業に対し、TCFD提言に基づく開示が義務化され、複数の港湾立地企業
も、TCFD提言に基づく開示を行っている。

○ 2023年６月、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）※２は、当時存在していた様々な非財務情報開示基準の
一貫性・透明性の向上を図るべく、TCFD提言等をとりいれたサスティナビリティ開示の国際基準（ISSB基準）を
公表。（ISSB基準は基本的にTCFD提言を前提としつつも、TCFDよりも詳細な情報を要求）

注：気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の概要資料（環境省）を基に作成

※１ TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）とは、G20の要請を受け、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース」
※２ ISSB（International Sustainability Standards Board）とは、様々な非財務情報開示基準の一貫性・透明性の向上を図るため、国際会計基準（IFRS）財団に設立された「国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）」

ガバナンス 戦 略

リスク管理 指標と目標

（重要情報である場合に記載）

（重要情報である場合に記載）

○ リスクと機会に対する取締役会の
監督体制

○ リスクと機会を評価・管理する上
での経営者の役割 等

○ 短期・中期・長期のリスクと機会
○ 事業・戦略・財務に及ぼす影響
○ 様々な気候シナリオを考慮した強靭性

等

○ リスクの特定・評価・管理方法 等 ○ 組織が戦略・リスク管理に即して
用いる指標 等

投資家がTCFD非開示に「ノー」
脱炭素戦略で企業を選別

2022.7.6 日経ESG（抜粋）

機関投資家は今後、運用ポートフォ
リオの脱炭素を実現するため、投
融資先企業への圧力をますます強
めるとみられる。既に、世界の主要
な機関投資家は、投資先企業の取
り組みが不十分な場合、株主総会
での反対やダイベストメント（投資
引き揚げ）といった手段に出ている。

TCFDの報道例TCFD提言の概要 以下の４つの基礎項目で、気候関連のリスクと機会（ビジネスチャンス）を整理し、
財務報告書等で開示することを求めている。



○ 様々な関係者が集積する港湾において、気候変動への適応を図るためには、関係者が気候変動への適応水準や

適応時期に係る共通の目標等を定めるとともに、協定等に基づきハード・ソフト一体の各種施策を進める「協

働防護」の考え方に基づき、総合的な防災・減災対策を進めることが必要。

○ 「協働防護」に関する制度的枠組みを構築するとともに、予算・税制・技術面も含めた一体的な支援を行う。

「協働防護」の推進に向けた主な措置～港湾における気候変動適応の取組～

【税制特例措置 】（令和７年度から）
●民間所有護岸等に対する税制特例措置（固定資産税）

【予算措置】（令和７年度から）
●港湾管理者への協働防護計画の作成支援（費用の１／２補助）

【制度改正（「港湾法等の一部を改正する法律」が施行（令和７年１０月１日）） 】
●気候変動への適応水準や適応時期に係る共通の目標等を

定めるための協働防護協議会及び協働防護計画の創設

支援・特例措置

【ガイドライン策定】（令和７年６月２日公表）
●協働防護計画作成ガイドラインの作成

●気候変動を踏まえた高潮・津波等のリスク把握・対策手法の
検討等を可能とする港湾立地企業向けガイドラインの作成※

■協働防護に係る対策例（イメージ）

●関係者の協働による防護水準確保の取り組みを促進する
ための協定制度の創設

※ 2022年には東証プライム市場において、財務に影響を及ぼす気候関連情報の開示が実質義務化

【協定の手引き策定】（令和８年５月２９日公表）
●協働防護の取組の継続性・実効性を確保するため、承継効を

有する協働防護協定の締結に向けた手引きの作成



協働防護計画作成ガイドラインの概要

○ 改正港湾法(４月成立)により、協働防護計画や協働防護協議会等、官民の関係者が協働してハード・ソフト両
面から港湾における気候変動適応を図る「協働防護」に係る一連の取組が法制度化。

○ 本ガイドラインは、法制度化した「協働防護」の枠組みを実務上、円滑・着実に進めるため、検討の手順や目
標水準（外力）・協働防護区域の設定等、協働防護計画作成に係る具体的なポイントを港湾管理者向けに解説。

港湾計画及び協働防護計画の主な記載事項

検討の主なポイント

港湾計画の方針

・当該港湾への気候変動の
影響や機能強化等の方針

特定港湾施設の高さ及
び機能の最適化に関す
る事項

・港湾全体の目標水準
（外力）や当該水準の確
保に向けた基本的考え方

「港湾計画」

目標水準をハード・ソフト組み合わせて確保
するよう対策を具体化
・対策を完了するまでの暫定的な対策も考慮

対策の考え方・例

防潮壁の設置
（神戸港の例）

コンテナの固縛
（博多港の例）

土のうの設置例
（和歌山下津港の例）

協議会で内容を検討◎官民の連携による

港湾の保全の考え方

⇒港湾政策の指針たる【基本方針※1】

合意
形成

※2 港湾の保全を図る上で対応すべき
海水面の高さなどの水準等

協働防護
協議会

協働防護
協議会

◎一定の区域※3を設定し、目標、目標達成

のために行う事業等を記載

⇒ 関係者協働の

【新たな行政計画＝協働防護計画】

実施に
関する
計画

港湾計画は
基本方針に

適合

◎港湾（全体）ごとに目標水準※2を設定

⇒【港湾計画】の任意的記載事項

※3 浸水した場合に港湾機能に重大な影響を及ぼす埠頭等を想定

全国全国

港湾ごと港湾ごと

区域
ごと
区域
ごと

協働防護計画作成までの流れ

レベル１相当の外力

レベル１より小さい
中・小規模の外力

目標水準(外力)の設定例

協働防護区域の位置及び区域

・対象となる区域の範囲

基本的な方針・目標

・当該区域の適応水準及び適応時期 等

目標を達成するために必要な事業及び実
施主体
・ハード対策及びソフト対策の具体的内容並びに
実施主体 等

等

「協働防護計画」

※1 港湾の開発、利用及び保全並びに
開発保全航路の開発に関する基本方針

中小規模の外力への対応イメージ

ふ頭用地の嵩上げ
（神戸港の例）

嵩上げ前嵩上げ後

中・小規模

レベル1

海岸保全施設

協働防護の対象施設
（特定港湾施設）



気候変動情報開示の段階を踏まえた評価
・自社の検討の段階、評価の難易度等を踏まえた物理的リスクの評価
手法・手順等を検討

港湾立地企業における気候変動リスク評価手法ガイドラインの概要

○ 気候関連情報開示の取組においては、気候関連リスク及び機会の開示が求められている。
○ 本ガイドラインは、民間事業者に求められる気候関連リスクの中でも、海面上昇や台風の強度増加等がもたらす
物理的リスク、特に港湾に関係の深い高潮・津波等による浸水リスクの評価に係る具体的なポイントを港湾立地
企業向けに解説。解説にあたっては、定性的な評価から数値解析による評価まで、港湾立地企業の検討状況に応
じた手法を提示。

港湾立地企業による検討の主なポイント

レベル２相当の外力

レベル１相当の外力

中・小規模の外力

設定する外力の例

水際線で対策を実施
自社の前面で対策を実施

対策・コストの例

防潮壁の設置
（神戸港の例）

止水壁の設置

気候変動に伴う海面水位・潮位偏差・波高の
将来変化の算出方法について解説
・定性的な方法から数値解析による方法より、適切な方法を検討

将来外力の算出

・ 2040年までの間は、 ①平均海面水位、

②潮位偏差、③波高 が増加

・ 2040～2100年の間は、

①平均海面水位のみが増加

［気温の２℃上昇シナリオの場合のイメージ］

ガイドライン活用の視点

①定性的評価

②簡的な定量的評価
浸水リスクを
初めて取り扱う社

②簡易な定量的評価

③詳細な定量的評価
浸水リスクを
具体化したい社

③詳細な定量的評価浸水リスクへの対策
を具体化したい社

リスク評価手法の例主な読み手の例

気候関連情報開示に賛同する港湾立地企業における開示状況
・港湾関連のリスク開示まで実施する企業は約半数。 ・港湾関連の対策まで言及する企業は約３割。

港湾立地企業の状況

(参考)

 官民が連携して対策を推進する「協働防護」
・港湾において、周辺関係者と協働して共通の目標等を定
め、一体の対策を実施する「協働防護」の取組が可能。

・対策を実施することが見込まれる者は港湾管理者へ協働
防護協議会の組織を要請し、 「協働防護」の推進が可能

中・小規模

レベル1

レベル2



協働防護協定の手引き 概要

港湾計画及び協働防護計画、協働防護協定の主な記載事項

協働防護協定策定に関する主な検討ポイント

港湾計画の方針

・当該港湾への気候変動の
影響や機能強化等の方針

特定港湾施設の高さ及
び機能の最適化に関す
る事項

・港湾全体の目標水準
（外力）や当該水準の確
保に向けた基本的考え方

「港湾計画」

協
議
会
で
内
容
を
検
討

◎官民連携による港湾の保全の考え方

⇒港湾政策の指針たる【基本方針※1】

合意
形成

※2 港湾の保全を図る上で対応すべき海水面の
高さなどの水準等

協働防護
協議会

協働防護
協議会

◎一定の区域※3を設定し、目標、目標達成

のために行う事業等を記載

【新たな行政計画＝協働防護計画】

実施に関する計画

港湾計画は基本方針に適合

◎港湾（全体）ごとに目標水準※2を設定

⇒【港湾計画】の任意的記載事項

※3 浸水した場合に港湾機能に重大な影響を及ぼす埠頭等を想定

全国全国

港湾ごと港湾ごと

区域
ごと
区域
ごと

協働防護協定締結までの流れ

特定港湾施設が整備又は管理されること
により免れる被害額を基準に、費用分担
を定量的に判断

費用分担の設定例

協働防護区域の位置及び区域

・対象となる区域の範囲

基本的な方針・目標

・当該区域の適応水準及び適応時期 等

目標を達成するために必要な事業及
び実施主体
・ハード対策及びソフト対策の具体的内容
並びに実施主体 等

等

「協働防護計画」

※1 港湾の開発、利用及び保全並びに
開発保全航路の開発に関する基本方針

被害軽減が及ぶ範囲のイメージ

◎関係者が連携して確実に実施・運用する
ための枠組みの決定及び継続性の確保

⇒対策（護岸の嵩上げ等）の継続性の確保のた
め、承継効※4を付与

【新たな協定＝協働防護協定】

※4 売買等で土地の所有者等が代わっても次の所有者等に協定が
引き継がれる効力

協働防護協定の目的となる港湾施設

・対象となる協働防護区域、特定港湾
施設の位置

協定の目的となる港湾施設の構造等

・水面からの高さ、構造に関する基準
・点検、管理、ソフト対策に関する基準
・整備、管理の費用分担の方法

協定に違反した場合の措置
・違反行為、損害賠償金の設定 等

等

「協働防護協定」

実
施
主
体
間
で
合
意

(1) 法令・技術基準等への違反

(2) 無断変更・独断判断

(3) 安全確保 義務違反

(4) 災害対応上の不適切行為

(5) 施設機能への重大支障

(6) 委託・第三者対応の不備

(7) 報告義務・情報提供 義務違反

(8) その他、協定の目的を損なう行為

違反行為の設定例

違反行為はさまざまな状況や要因
が想定され、ケースバイケースになる
ことから、締結者間で協議しながら
対応することが基本

違反に対する措置の設定例

・損害額の立証が困難
な場合定める方式
・原則として定額清算

①予定額
方式

・実損害額より算定
・損害額の立証が必要

②実損害
方式

損害賠償請求の定め方

○ 港湾の基本方針に適合するよう、気候変動を考慮した目標水準等を港湾計画に位置付け、民間事業者も参画する協働防護協議会

を活用して協働防護計画を作成するとともに、その取組の継続性や実効性を確保するため、関係者間で協働防護協定を締結する

ことができる。

○ 本手引きは、協働防護計画に基づき、港湾管理者や港湾立地企業等の関係者の合意の下で締結される協働防護協定を対象として、そ

の位置付けや実務上の整理を行うものである。


